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１．研究開始当初の背景
近時、多くの先進国の立法及び判例法において、
ユーザーが著作権侵害目的と著作権を侵害しない
目的の両方で使用しうる技術・サービスを提供す
るプロバイダーに対して課す義務の範囲を拡大す
るという傾向が見られる。こうした新たな傾向は

、個人のインターネット・ユーザーによる
著作権法の不遵守の蔓延に対し、サービ
ス・プロバイダーに、ゲートキーパーとし
てより積極的な役割を担うよう求めるもの
である。ここでの個人のユーザーとは
(i)WinnyやBittorrentといったP２Pネット
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This research discovered that the classical contours of copyright law (i.e.
regulation of using copyrighted works for commercial purposes and in a large scale)
have a strong expressive power toward the general public. On the other hand, the
recent changes in copyright law, which focused on preventing various uses of
copyrighted works by individuals even for private non-commercial purposes, lack the
necessary expressive power towards the public and therefore are costly to enforce.
The results of this research also showed the limits of approaches based on
criminalization and deterrence, as well as the advantages of increasing the
functionality of provided copyrighted works for obeying the copyright law by the
public.
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本研究は著作権法の伝統的な境界線（すなわち、著作物を商業目的で大規模に利用する行為に
対する規制）が一般の人々に対して強力な説得力を有しているということを明らかにした。他
方、著作権法の近年の改正は、個人の著作物の利用について、それがたとえ非商業的で私的目
的なものであっても、様々な態様の利用を禁止することに焦点を当てているが、一般の人々に
対して必要な説得力を欠き、それゆえ執行にコストがかかってしまっている。本研究の成果は
また、刑事罰化や抑止に基づくアプローチの限界を示し、与えられた著作物の機能性（利用態
様の多様化）を向上させることが、人々の著作権法の遵守にとって好ましいことも明らかにし
ている。
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権利者・利用者双方に親和的な情報通信技術・サービスを構築する効率
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２．研究の目的

３．研究の方法

４．研究成果

(4)一般の人々は、テレビのタイムシフト視
聴や楽曲のフォーマット変更といった著作
物の利用類型を、ゲームソフトのコピーや
ライヴ・コンサートの録音といった利用類
型よりも重要なものと考えている。後者の
ような利用を効率的に規制することは可能
ではあるものの、前者のような利用の規制
は、ユーザーが正当な規制であると思わな
い限り極めて困難である。したがって、社
会規範や個人が社会規範を実際に遵守する
かという点は、個々人が著作権法を遵守す
るか否かに大きく左右される。

ワーク、 (ii)Youtubeや Veoh、 Facebookといっ
た、様々な種類のコンテンツの投稿を可能にする
サイト、のいずれのユーザーも含む。

しかしながら、こうした改正の多くは規制され
る当事者に対して充分な説得力を有しているとは
いえず、執行には多大なコストを要する。さら
に、上記の著作権法改正が実際に有する説得力
や、こうした法律に対する利害関係者の反応に関
しては実証的な研究を欠いている。

本研究の目的は以下の２点を検討することであっ
た。第一に、侵害・非侵害両方の目的で使用可能
な技術・サービスに対する規制に関する、現在進
行中あるいは提案されている改正について、それ
がどの程度目的を達成しうるものなのかという問
題である。第二に、そうした改正が、単に義務を
負う者に対して著作権法が適用されない新たな方
法を探させるということで終わらないようにする
ために、どう修正することができるかという点で
ある。

本研究は、権利者・利用者双方に親和的な情報
通信技術・サービスを構築する効率的な法制度の
構築の手法に関して、実証的かつ学際的な手法を
用いて実施していくものであった。

個々の段階の詳細は次の通りであった。
(1)著作権法およびその政策（法令、裁判例、学
者による提案等）における新たな潮流が拠って立
つ現状認識や前提の特定。
(2)アンケートおよびインタビューの準備。
(3)アンケート調査（例：郵送調査、街頭調査、
オンライン調査）およびインタビュー（対象例：
放送局、レコード会社及び電気製品業者）の実
施。
(4)上記によって得られたデータの分析を行った
上で、それらに基づき新たな理論を構築し、情報
通信技術社会における著作権制度のあり方につい
て政策提言を行う。

(1) 著作物の売り上げは経済規模、消費者の購入
力、著作物の小売価格、人口規模及び人口構成、
補完的技術あるいは競合技術の浸透度によって決
定される。さらに、1998年以降の音楽売り上げの
減少は主に技術の転換や音楽消費態様の変化、近
年の世界的な財政・経済危機によって引き起こさ
れたものである。

(2)最近フランス及びニュージーランドで導
入された段階的な対応制度は、今のところ
ネット上の海賊行為を減少させる効果的な
方法にはなっていない。それらの主要な欠
点として、(a)制度導入、運営にかかるコス
トが大きい点、(b) 現在のところ関係する
著作物の売り上げにはっきりとした影響を
与えていない点を挙げることができる。

(3) 人々は一般的に著作権者の許諾なしに
著作物を商業目的や大規模に利用すること
は間違った行為であると認識しており、適
切に処罰されるべきであると考えている。
しかし、音楽ダウンロードや映画のDVDをコ
ピーするといった、私的で非商業的な目的
の著作物利用に関しては、間違った行為と
は捉えられていない。したがって、著作権
法はインターネットへの楽曲のアップロー
ドを含む、前者のような行為を行う者を主
に対象にした場合には効果的に機能しう
る。
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